
 
 
 
                     

 
 

学校の環境衛生が重要視されるのにともない、今まで目立たなかった学校薬剤師の果たす役割に期待 
が高まりはじめています。下記は７／２５付け教育医事新聞のコラムですが皆さんはこれを読んでどう 
思われますか、少々的はずれな表現もみられますが、学校薬剤師のみならず薬剤師の職能として大いに 
アピールしていく必要があると考えられませんか？ もちろんこうした要請に応えるにはスペシャリス 
トとして相当な勉強・訓練が必要と思いますが、薬剤師の社会的評価をさらに向上させる大きな機会に 
なるのではないでしょうか。 
そういえば、今年の県学薬の一斉調査で皆さんは学校から講師として要請された時はどうされますか？ 
との質問がありました、“  積極的に受ける  ”と回答していただけましたか・・・！？ 

 
 
 さて、愛知県教育委員会が早ければ来年度から県立高校の敷地内全面禁煙化の方針を固めたことはご承知と 

思います。決定されれば都道府県レベルでは和歌山県、茨

城県、青森県に次ぐ快挙であると言われていますが、この

６月、県学薬として愛知県教育委員会教育長に対し「愛知

県における学校敷地内禁煙」の早期実現の要望書を提出し

たことが「健康増進法」に絡んで行政へのタイムリーな後

押しとなりました。 
では、最近よく耳にする「健康増進法」とはどんなもので、何がいったい問題となっているのでしょうか？ 

 【 健康増進法 （第２５条）】とは 
   「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用す 

る施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ 
ばならない」と定めたもので、２００３年５月１日から施行されました。 

 ここで言う「受動喫煙」とは自分の意志とは関係なく、タバコの煙を吸わされることをいいます。はじめ、

健康増進法は受動喫煙防止の努力義務を定めたもので罰則規定が無いこともあってあまり問題とならないと考

えられていた面もあったようですが、実際に施行されてみると民事で行政が訴えられる事例も出てきました。

喫煙者・非喫煙者双方の権利を守る意味、またこうしたことを防ぐ意味でも“受動喫煙を防止するために必要

な措置”として「禁煙」か「健康増進法」に合わせて改定された「職場における喫煙対策のためのガイドライ

ン」に沿った喫煙室・喫煙コーナーを設ける対策の必要性がでてきたといえます。 
  【 ガイドライン中の３つの対策 】 

① 非喫煙側にタバコの煙が漏れ出さないように喫煙室を設置する。 （困難な場合は喫煙コーナーでも良い） 
② 喫煙室等にはタバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。 
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Ｖｏｌ．００３ 
学薬のひろば 



（やむを得ない措置として空気清浄機を設置する場合には、換気に特段の配慮をすること） 
③ 喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう風速を0.2 m／s 以上とすること。 

     また、ガイドラインには職場の空気環境の基準として浮遊粉塵濃度0.15 mg／m３以下、一酸化炭素濃度10 ppm 以下
が規定されています。 

 こうした基準を満たすことができると考えられる対策の具体例としては、 

   
 上図の２例があります。しかし、これで絶対大丈夫とはいえないところがなかなか難しいところです。 
なお、学校に限って言えば、グラウンドを含めた学校敷地内を全面禁煙にし、教職員全員が禁煙することで、

生徒の禁煙指導に説得力を持たせることは非常に大きな意味があると考えられますし、こうした取り組みは地

域社会の人々にとっても受け入れやすいものではないでしょうか。 
 最後になりましたが１０月２６日に行われる「平成15年度薬剤師のための薬物乱用防止研修会（名古屋大会）

要項」が下記のように決定しましたのでよろしくお願いいたします。前に述べました禁煙・受動喫煙対策等も

もっと詳しく聞くことができると思います。 

 

             平成15年度薬剤師のための薬物乱用防止研修会要項 
                          名古屋大会実行委員長  愛知県薬剤師会会長 森 公作 
主   催    社団法人 日本薬剤師会学校薬剤師部会  社団法人 愛知県薬剤師会学校薬剤師部会 

後   援    日本学校薬剤師会  愛知県学校薬剤師会 
１．日  時    平成15年10月26日（日） １０：３０ （受付９：３０～） 
２．会  場   愛知県産業貿易会館西館 １０Ｆ 

          名古屋市中区丸の内二丁目  地下鉄桜通線 野並行き丸の内下車 ４番出口 
３．参 加 費   3000円   
４．参加申し込み  社団法人愛知県薬剤師会事務局・薬乱研修会係 

             電 話 ０５２－２３１－２２６１  ＦＡＸ  ０５２－２３１－２２６８  
     締め切りは、準備の都合上9月30日（火）までにお願い致します。 日本研修センタ－研修点数３点     
受   付       ９：３０ 

開 会 式      １０：３０ 
講 義  1     １１：００ 「外国の薬乱防止とその取り組み方」  講 師  石川哲也 神戸大学教授 
昼食休憩        １２：００  ランチョンセミナ－   講 師  飯田 真美 岐阜女子大学家政学部教授 

        １２：５０                         日本循環器学会禁煙推進委員会幹事 
講 義  2      １３：００ 「違法薬物を根絶する」  講 師   長野健一 関東甲信越厚生局麻薬取締部 部長 

                
講 義 3      １４：００  「学校薬剤師が取り組む薬乱防止活動に期待すること」 
                                         講 師     浅井君枝 岡崎市立美川中学養護教諭 
講 義  4       １５：００  「薬剤師の禁煙に関する取り組み」 

                                         講 師   樋口光司 愛知県学校薬剤師会理事 
質疑応答    １６：００   

終  了    １６：３０ 


